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シュタットベルケの概要

• 19世紀中旬から発足

- 自治体の部署（企業局）→ 100%所有の事業

- 水道・ガス事業から

- 道路の電気化

• 公社協会（VKU, 2017年現在）：

- 会員数： 1,458社 （シュタットベルケは約1,000社）

- 売上： €1,151億 （～¥15兆）

- 従業員数： 262,239人

- 設備投資額： €109億 （～¥1.4兆）

• 総合力：電力・ガス・熱・水道・下水処理・ごみ収集・交通・

通信などの総合サービス提供で相乗効果やリスク分散

出曲: Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) , Zahlen und Fakten 2017 
https://www.vku.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1502147872&hash=80911a74c42de6854badb8dfdb32207215c954b4&file=
fileadmin/media/Bilder/Oeffentlichkeitsarbeit_Presse/VKU_ZahlenDatenFakten_2017_DE.pdf



シュタットベルケの特徴

総合インフラ・サービスの提供

“Kommunaler Querverbund”

• 自治体の経済的活動

- 公共事業・公共インフラ・サービス

- 自治体の所有事業

• 公共インフラ・サービスの統合提供

- 顧客サービスの相乗効果

- インフラの管理・経営

- ファイナンス上の相乗効果

- 税金上のメリット

• 赤字部門の補てん(“cross-subsidy”)

- 交通部門

- 文化的施設（図書館、プール等）

• シュタットベルケの地域独占の法的

根拠（1998年まで）

① 電力・ガス業界のドイツ独禁法

からの除外 （1958年発足、Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschränkungen GWB、103・104条）

② エネルギー基本法で与えられて

いる排他的な配電網営業権

(“Konzessionrechte”) （1935発足、Energiewirtschaftsgesetz, 
46・48条）

→ 地域独占 ("horizontale Demarkationsverträge”)

→ 垂直供給関係 (“vertikale Demarkationsverträge”)

• 欧州エネルギー市場の自由化による

市場競争原理の導入 （1998年から）

エネルギー市場に

おける位置づけ



欧州エネルギー市場の自由化の経緯
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強い経営基盤と競争力 エネルギー転換の推進役

地域経済への貢献 未来への積極的投資

シュタットベルケの

存在価値



シュタットベルケの競争的位置

• 売上構成（€10億） ・ 小売り市場のシェアー
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出曲: Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) , Zahlen und Fakten 2017 
https://www.vku.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1502147872&hash=80911a74c42de6854badb8dfdb32207215c954b4&file=
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市場競争市場独占市場独占

ドイツのエネルギー市場におけるシュタットベルケの競争的位置付け
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発電設備の所有

• 全電力供給量の~11％

→ 660億kWh 

配電網の所有

• 全配電網の45%
→ 808,000km

• 託送料の安定した収入

• 配電網営業権の持主

→ 20年ごとの再公募

配電網の所有

• 全電力販売量の60%
→ トレード販売も含む

• 他事業との相乗効果

→ ガス販売（65%シェアー）

→ 熱販売（69%シェアー）

→ 水道（87%シェアー）

4社の独占

• Amprion

• 50Hz

• Transnetbw

• Tennet



シュタットベルケは自由競争の中に競争的位置づけ

の強化に成功した



シュタットベルケの強い経営基盤と競争力

• 組織力の強化
• 事業の法人化
• 企業統治の強化
• 各セグメントの組織再編
• マネージメント機能の専門化と効率化
• 顧客志向とコスト管理の徹底
• 配電網の分離管理と情報開示の徹底

• 戦略提携
• 経営の自立性
• 地域連携の強化
• 経営基盤の強化

• 事業の拡大
• CRMと顧客サービスの充実

• 新規事業の開拓 （再生可能エネルギー、グリッド・マネージメント等）



Stadtwerke Solingen

Mainova (Frankfurt)

Stadtwerke Heme
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地域経済付加価値の創出

地域経済への貢献



Stadt Ettlingen (エットリンゲン市）

人口: 38.982人（2015年末） 面積： 56,74 km2

地域経済への貢献



エットリンゲン都市公社

• 売上： ¥83億 （2015年）

• 従業員： 181人 (2015年）

電気
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水道

熱

水泳プール

会議・宿泊施設



地域

総経済付加価値

売上構成

水泳プール

会議・宿泊施設

熱

水道

ガス 電気

電気 水道 ガス プール

会議・宿泊施設

http://www.sw-ettlingen.de/ettlingenGips/Ettlingen/sw-ettlingen.de/Kopfnavigation/Ueber_uns/Standortbilanz/Standortbilanz/SWE-Standortbericht.pdf



http://www.sw-ettlingen.de/de/Strom/Mehr-Infos-zu-Strom/Mehr-Infos-zu-Strom/Stromkennzeichnung-2015.pdf

地域内企業へ

の発注

地域外

利益・料金等

住民への給与

市内内企業への発注

電源構成

ＦＩＴ電気

再生可能

エネルギー

原子力

ガス

石炭

その他の

化石燃料

100%再生可能エネルギーの商品

ＦＩＴ電気

再生可能

エネルギー



http://www.sw-ettlingen.de/ettlingenGips/Ettlingen/sw-ettlingen.de/Kopfnavigation/Ueber_uns/Standortbilanz/Standortbilanz/SWE-Standortbericht.pdf

雇用創出

181人の従業員の仕事で…

雇用者数

雇用者数

雇用者数

市内

地域内

ドイツ全国
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シュタットベルケはドイツのエネルギー転換の重要な推進役である

ミュンヘン市の目標: 2025年までに

ミュンヘンのすべての電力消費分を

再生可能エネルギーによって発電する

(75 億 kWh/年).

• SWMは、ドイツでもっとも大きな都市公社

であり、ドイツの大手エネルギー企業でもある

• 目標達成にむけてSWMは90億ユーロ

（約1兆円）を投資

• 目標が達成されれば百万人規模の大都市では、世界初

• ヨーロッパ有数の都市であるミュンヘン経済の基盤構築に貢献
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再生可能エネルギーによる100%の自給率を目指す自治体 ―

ミュンヘン

http://www.swm.de/privatkunden/unternehmen/engagement/umwelt/ausbauoffensive-erneuerbare-energien.html



シュタットベルケの

存在価値

公共性・公益性

社会インフラ・サービスの提供

を通じて、地域・都市の

安全・レジリエンス・

持続可能な発展を追求



シュタットベルケの公的な企業使命

“Public Service”の提供義務

“Daseinsfürsorge“

自治の原理

“Kommunale Selbstverwaltung“

• ドイツの基本法 第28条

• 自治体法 （連邦州の法律）

• 自治体の経済的事業を制限する

三つの原理

① public purpose (“öffentlicher Zweck“)

② reasonable financial capacity 
(“Verhältnismäßigkeit zur Leistungsfähigkeit”)

③ subsidiarity to private enterprise 
(“Subsidiaritätsprinzip”)

• 州によって地理的な制限もある

• 欧州連合の市場の自由競争の原理

• ドイツの基本法 第20条

→ democratic, social, federal state
→ “Soziale Marktwirtschaft”
→ 公共サービスの使命

- “basic necessities for life”の提供義務

- すべての市民にたいして

- 適切な価格で (affordable prices”)

• 欧州連合法

- 公共サービスの基本的権利

“services of general economic interests” 
(EU Fundamental Rights 36条) 

- EUの共有価値観

“social and territorial cohesion” / “exemptions”
(Article 14/106.2 of Treaty of the Functioning of the EU)

→ 民間企業と公営企業の公平的競争

→ 公営企業の特権と競争原理からの除外

民間企業

との

自由競争

公共

インフラ・

サービス

提供の

使命



日本版シュタットベルケを設立する意義



公の使命： エネルギー自治に「テコ入れ」が必要

COP21のパリ市庁舎宣言（2015 年12 月4 日）
“In our interdependent world, cities 

have not only the obligation but the 

right to achieve solutions to global 

issues.”

Dr. Benjamin Barber

The Hague (２０１６年９月９~１１日）


